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「ＤＶＤ映像の著作物」著作権侵害賠償等請求事件：東京地裁平成

22(ワ)44305・平成 24 年 7 月 11 日（民 29 部）判決＜請求認容＞（判時 2175

号 98 頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主  文】 

１ 被告は，別紙物件目録記載１ないし４の商品を販売，頒布してはならない。 

２ 被告は，原告に対し，２４万２５４５円及びこれに対する平成２３年６月

２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 原告のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用はこれを５分し，その３を原告の負担とし，その２を被告の負担

とする。 

５ この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。 

 

【事案の概要】 

１ 本件は，別紙物件目録記載１ないし４のＤＶＤ商品（以下，パッケージを

含めたＤＶＤ商品全体を「本件商品１」のようにいい，本件商品１ないし４を

合わせて「本件商品」という。）の映像（本件商品のＤＶＤに固定された一連

の映像であり，音声・音楽・字幕を含む。以下「本件映像」という。）の著作

権を有すると主張する原告が，被告に対し，著作権法１１２条１項に基づき，

本件商品の販売，頒布の差止めを求めるとともに，民法７０９条，著作権法１

１４条２項又は３項に基づき，損害６１７万５０００円及び弁護士費用６１万

７５００円の合計６７９万２５００円並びにこれに対する不法行為の後の日で

ある平成２３年６月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅

延損害金の支払を求めた事案である。 

２ 前提となる事実（争いのない事実以外は，証拠等を項目の末尾に記載する。

書証番号は枝番を含む。） 

(1) 当事者 

 原告（株式会社ＣＲＡＢＴＥ）は，大韓民国（以下「韓国」という。）にお

いて設立された株式会社であり，映像物製造等を業としている（弁論の全趣

旨）。 

 被告（株式会社ポニーキャニオン）は，映像・音楽ソフトメーカーであり，

各種パッケージソフト（ＣＤ，ＤＶＤ等）及びデジタルコンテンツの企画，制

Ｄ－８５ 
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作，販売等を業としている。 

(2) 本件商品の製作 

 原告は，平成１９年６月７日，株式会社ＭＢＣプロダクション（以下「ＭＢ

Ｃ」という。）との間で，韓国の俳優・女優（いわゆる韓流スター）が出演し

た韓国のトーク番組である「パク・サンウォンの美しいＴＶ顔」と題するテレ

ビプログラム（以下「本件プログラム」という。）を利用したＤＶＤ映像を製

作，販売する契約（以下「本件プログラム利用契約」という。）を締結した。 

 本件プログラム利用契約により，ＭＢＣは，原告に対し，本件プログラムを

利用して本件映像を製作，複製し，日本国内で頒布する権利を独占的に利用許

諾した（甲３１）。 

 原告は，上記契約に基づき，本件映像及びそれを収録した本件商品を製作し

た。 

(3) 本件販売契約 

 原告は，株式会社ジャパンコンテンツイニシアティブ（現商号：株式会社ラ

ルクコーポレーション。以下「ＪＣＩ」という。）との間で，平成１９年９月

６日，本件商品を１枚当たり１４８０円，最低購入保証額５９２０万円（４万

枚分）で販売する旨の販売契約（以下「本件販売契約」という。）を締結した

（甲５）。 

 本件販売契約により，原告は，ＪＣＩに対し，本件商品を日本国内で独占的

に頒布すること及びＪＣＩが被告に対し独占的頒布を再許諾することを許諾し

た（甲５）。 

(4) 本件頒布契約 

 被告は，本件販売契約に先立ち，ＪＣＩとの間で，平成１９年８月３１日，

本件商品の頒布契約（以下「本件頒布契約」という。）を締結した。 

 本件頒布契約により，ＪＣＩは，被告に対し，本件商品を日本国内で独占的

に頒布することを許諾した（甲４）。 

(5) 本件販売契約の解除 

 原告は，ＪＣＩに対し，平成２０年４月１７日にＪＣＩに到達した同月１６

日付け書面をもって，本件販売契約を解除する旨の意思表示をした（以下「本

件解除」という。）。同書面と同一内容の書面が，被告にも参照送付され，同

月１７日に被告に到達した。（甲１６，１７，３２） 

(6) 被告による本件商品の販売 

 被告は，平成２０年２月２０日以降，ＪＣＩを通じて購入した本件商品を販

売している。 

３ 争点 

(1) 原告の著作権の有無 

(2) 本件解除の有効性 

(3) 原告の頒布権は消尽しているか。 

(4) 被告は解除前の第三者として保護されるか。 
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(5) 被告の故意過失 

(6) 損害 

 

【判  断】 

１ 争点１（原告の著作権の有無）について 

(1) 準拠法 

ア 原告は外国法人であるため，本件差止請求及び損害賠償請求の準拠法につ

いてまず判断する。 

イ 著作権に基づく差止請求については，「文学的及び美術的著作物の保護に

関するベルヌ条約」（以下「ベルヌ条約」という。）５条(2)により，「保

護が要求される同盟国の法令」の定めるところによることとなり，我が国の

著作権法が適用される。 

ウ 著作権侵害に基づく損害賠償請求については，「法の適用に関する通則

法」１７条により，不法行為地すなわち被告が本件商品を頒布した地の法で

ある日本法が適用される。 

エ 上記各請求の先決問題としての本件解除の有効性については，「法の適用

に関する通則法」７条により，当事者が契約当時に選択した地の法による。 

  本件販売契約に準拠法の定めはないが，本件販売契約上，本件商品は原告

が製造し独占的に日本国内に輸入し，被告に対して独占的に供給し，被告が

被告の頒布ルートを通して日本国内において独占的に頒布することとされて

いたこと（甲５・１条），専属的合意管轄裁判所として東京簡易裁判所又は

東京地方裁判所が指定されていること（甲５・１５条），本件販売契約当時

既に締結され，原告及びＪＣＩもその内容を認識していたと認められる本件

頒布契約においては，準拠法として「日本国著作権法並びにその他の日本

法」が明示されていること（甲４・２０条）などを総合すると，本件販売契

約締結当時，原告及びＪＣＩは，本件販売契約の準拠法を日本法とすること

を黙示に選択していたものと認められる。 

 したがって，本件解除の有効性についても，日本法が適用される。 

(2) 本件映像の著作者には争いがあるが，その著作者がＭＢＣであれ原告で

あれ，ベルヌ条約の同盟国である韓国の国民であるから，いずれにせよ，本件

映像はベルヌ条約により我が国が保護の義務を負う著作物であり，著作権法６

条３号により，著作権法の保護を受ける著作物である。 

(3) 原告は，映画の著作物である本件映像についての著作権を主張し，映画

の著作物に当たらない本件商品のパッケージについては著作権を主張していな

いものと解される。 

 本件映像は，本件プログラムにつき，原告が，原告の費用において，日本語

字幕を付け，音楽を差し替え，１７名の韓国人俳優・女優の出演した回を選択

し，本件映像に収録すべき場面を選択して編集し，ＤＶＤ化したものである

（甲５，３３ないし３６，３９ないし４３）。 
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 本件映像からは，ＭＢＣが著作権を有する本件プログラム，すなわち，韓国

で放映されたトーク番組「パク・サンウォンの美しいＴＶ顔」の表現上の本質

的な特徴を直接感得することができる。 

 そして，原告の行った作業には，日本語字幕の作成，差し替えた音楽の選択，

収録回の選択，収録場面の選択などにおいて原告の思想が創作的に表現されて

いると認められるから，本件映像は，ＭＢＣが著作権を有する本件プログラム

を原著作物とする二次的著作物と認められる。 

 そうすると，本件プログラムの二次的著作物である本件映像につき，原告が

本件プログラムに新たに加えた創作的部分については，映画の著作物である本

件映像の映画製作者であると認められる原告が単独で著作権を有しているが，

本件プログラムと共通しその実質を同じくする部分については，原告の著作権

は及ばないというべきである。 

(4) 原告は，①映画の著作物である本件映像の全体的形成に創作的に寄与し

た者は原告であるから，原告が本件映像の単独著作者である（著作権法１６

条），②原告は本件映像の映画製作者であり，ＭＢＣは本件映像の製作に参加

することを約束していたから，原告が単独著作権者である（同法２９条１項），

などと主張するところ，原告の主張が，ＭＢＣが原著作物の著作権者として本

件映像に有している権利を否定するものであれば，採用できない。 

 本件プログラム利用契約の内容をみても，「『乙』（注：原告）が『商品』

（注：本件商品）の制作のために『甲』（注：ＭＢＣ）からの許諾を受けて別

途に製作した動画及びオーディオファイルなど関連映像著作物に対する著作権

及び著作隣接権は『甲』と『乙』にある（５０：５０）」（甲３１・４条２

項），「『商品』の権利問題において『甲』は『プログラム』（注：本件プロ

グラム）の著作権について責任を負い，『乙』は『商品』に使用された韓国外

音楽に対して責任を負う。映像内肖像権は映像特例法に準じ，映像特例法を超

過する範囲の肖像権問題が発生した時は『甲』と『乙』が共同で責任を負う」

（同６条４項）などとされており，ＭＢＣは，本件映像にＭＢＣの著作権が及

ぶことを前提としていたものと考えられる。現に，原告も，本件商品にＭＢＣ

の名称を表示している（甲４０ないし４３）。 

(5) 他方，被告は，原告の行った作業に創作性はなく，本件映像は本件プロ

グラムの単なる複製品であって原告は著作権を有しないと主張するが，原告の

行った作業に創作性が認められることは前記のとおりであるから，被告の主張

は採用できない。 

(6) 本件映像は，ＭＢＣが著作権を有する本件プログラムを原著作物とし，

原告がＤＶＤ化して翻案した二次的著作物であるところ，本件映像に対するＭ

ＢＣと原告の寄与割合は，本件映像におけるＭＢＣ寄与部分と原告寄与部分の

割合，本件プログラム利用契約４条２項の規定（上記(4)）などを考慮すると，

５０対５０と認めるのが相当である。 
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２ 争点２（本件解除の有効性）について 

(1) 末尾に掲記した証拠によれば，次の各事実が認められる。 

ア 本件販売契約によれば，ＪＣＩが本件販売契約に定めた条項のいずれか一

つにも違反した場合，原告は相当の期間を定めて催告後に本件販売契約を解

除することができることとされていた（甲５・１０条１項）。 

イ 本件販売契約によれば，ＪＣＩは本件商品を最低５９２０万円分（４万枚

分）購入し，契約締結後１０営業日以内に１１８４万円，本件商品が全て納

入されたことを確認した後，平成２０年１月末日までに４７３６万円を，原

告に支払うこととされていた（甲５・７条）。 

ウ ＪＣＩは，平成１９年９月２１日，原告に１１８４万円を支払った（弁論

の全趣旨）。 

エ 原告とＪＣＩは，平成１９年１２月７日，本件商品の発注枚数を４万枚か

ら３万７０００枚（５４７６万円）に変更する旨合意した（甲７，弁論の全

趣旨）。 

オ 原告は，平成２０年１月２９日頃までに，本件商品３万７０００枚をＪＣ

Ｉに引き渡した（甲８，１１，３９）。 

カ ＪＣＩは，平成２０年２月８日，本件商品に「大量に不良品」がある旨原

告側に連絡し，平成２０年２月１２日，「概算約１０００枚」の不良品が出

ている旨を原告に通知した（甲１１，１３）。 

  原告側で確認したところ，本件商品を包んでいるビニール（シュリンク）

が破損したものやパッケージに赤いゴミが混入していたものが３枚あったが，

ＤＶＤ自体に不良品はなかった（甲１２，３９）。 

キ 原告は，平成２０年３月１２日，ＪＣＩに対し，本件商品の不良品の数量

の連絡を求め，不良品がある場合はその全部を交換する旨通知した（甲１４

の１）。 

  原告は，平成２０年３月１８日，ＪＣＩに対し，同月２０日までに返事が

なければＭＢＣで直接本件商品に対する取引中止及び著作権破棄に関する手

続を進行するようになる旨通知した（甲１４の２）。 

ク ＪＣＩは，平成２０年３月２８日，原告に対し，原告との「今後の取引が

継続不可能」であること，原告に合計４４５２万００９４円の賠償を求める

こと，「現在の返品数」は合計２８６０枚であることなどを通知した（甲１

５）。 

ケ 原告は，ＪＣＩに対し，平成２０年４月１６日，「貴社ではＤＶＤが販売

されている現在まで弊社にＤＶＤ契約代金を支払っていないので弊社は貴社

がこれ以上支払い意志がないことに見做してＤＶＤの著作権及び肖像権一体

を破棄するところです。」との内容を記載した同日付け書面を送付し，同書

面は，同月１７日，ＪＣＩに到達した（甲１６，１７，３２）。 

(2) 上記事実によれば，原告は，平成２０年２月８日までに本件商品３万７

０００枚をＪＣＩに引き渡しており，うち３枚のシュリンクやパッケージに瑕
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疵があったことは認められるが，それ以上に不良品が存在していたことを認め

るに足りる証拠はない。 

 そうすると，ＪＣＩは，少なくとも債務の本旨に従った履行のあった３万６

９９７枚に対応する残代金４２９１万５５６０円（１４８０円×３万６９９７

枚－１１８４万円）を原告に支払うべき義務があったというべきである。 

(3) 次に，本件販売契約においては，催告を要する解除事由と無催告での解

除事由とが分けて定められており，本件販売契約上の義務違反は催告を要する

解除事由となっている（甲５・１０条１項，３項）。 

 しかし，催告をしたとしても相手方が催告に応ずる意思のないことが明らか

な場合には，催告をしないで直ちに契約を解除することができるものと解する

のが相当である。 

 これを本件についてみると，ＪＣＩは，上記(1)クの通知において，原告と

の「今後の取引が継続不可能」であり，原告に合計４４５２万００９４円の賠

償を求める旨主張し，催告をしたとしても催告に応じて残代金を支払う意思は

ないことが明らかであったから，原告は，本件販売契約１０条１項や民法５４

１条の文言にかかわらず，催告なくして本件販売契約を解除することが可能で

あったというべきである。 

(4) 上記(1)ケの書面には，「ＤＶＤの著作権及び肖像権一体を破棄する」旨

記載されており，本件販売契約を終了させる，すなわち本件販売契約を解除す

る旨の意思表示であったと認められる。 

(5) 上記(1)ケの書面が平成２０年４月１７日にＪＣＩに到達したことは上記

認定のとおりであるから，本件販売契約は，同日，原告の解除により無効とな

り，本件販売契約による原告からＪＣＩへの頒布許諾も無効となったものであ

る。 

３ 争点３（原告の頒布権は消尽しているか）について 

 本件映像のように公衆に提示することを目的としない映画の著作物について

は，当該著作物の頒布権は，いったん適法に譲渡（以下「第一譲渡」という。）

されるとその目的を達成したものとして消尽し，その後の再譲渡にはもはや著

作権の効力は及ばないと解されているところ（最高裁判所平成１４年４月２５

日第一小法廷判決・民集５６巻４号８０８頁），本件において，原告からＪＣ

Ｉに対する本件販売契約が債務不履行により有効に解除されたことは前記のと

おりであるから，適法な第一譲渡があったとはいえず，本件において消尽を論

ずる余地はない。 

４ 争点４（被告は解除前の第三者として保護されるか）について 

(1) 民法５４５条１項ただし書にいう「第三者」とは，解除前において契約

の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者であって，対抗要件を備え

た者をいうと解される。 

(2) 被告は，解除前にＪＣＩから頒布許諾を受けていたものではあるが，原

告からＪＣＩに対する頒布許諾と，ＪＣＩから被告に対する頒布許諾とは別個
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の債権的な法律関係であるから，被告が解除された本件販売契約の目的物につ

き新たな権利関係を取得した者ということはできず，また被告の権利は対抗力

を備えたものでもないから，いずれにせよ被告が民法５４５条１項ただし書に

いう「第三者」として保護される余地はない。なお，原告は，原告とＪＣＩと

の間の契約が，第三者（被告）のためにする契約であったと主張するが，甲４，

５の各契約内容に照らし，採用することができない。 

(3) したがって，被告は，本件解除によりＪＣＩが頒布権原を失ったことに

より，ＪＣＩからの利用許諾に基づく頒布権原を原告に対抗することができな

くなり，被告は原告の著作物を無許諾で頒布したということになる。 

５ 争点５（被告の故意過失）について 

(1) 本件販売契約が事後的に効力を失ったとしても，本件解除前に被告が本

件商品を頒布した時点においては，本件販売契約及び本件頒布契約が有効に存

在していたのであるから，被告が頒布権原を有するものと認識して本件商品を

販売したことに落度はなく，本件解除前の頒布行為については被告に故意過失

は認められない。 

(2) 本件解除後の頒布行為については，被告は，平成２０年４月１７日，原

告からＪＣＩに対する本件解除の通知（甲１６）の参照送付を受けていた（争

いがない。）のであるから，被告は，同日，本件販売契約が解除されたことを

認識し，少なくとも同通知により本件販売契約が解除された可能性があること

を認識したというべきであり，その後の被告の頒布行為には少なくとも過失が

あったと認められる。 

６ 争点６（損害）について 

(1) 著作権法１１４条２項に基づく推定について 

ア 原告は自ら日本国内で頒布を行っていたものではないが，映画の著作物で

ある本件映像の収録された本件商品をＪＣＩに販売していたものであるから，

著作権法１１４条２項適用の基礎がないとはいえない。 

イ 被告の過失が認められる平成２０年４月１７日以降に被告が頒布した本件

商品の枚数は，本件商品１につき４６８枚（売上９６０枚，返品４９２枚），

本件商品２につき６２５枚（売上１０５５枚，返品４３０枚），本件商品３

につき６３１枚（売上１０６０枚，返品４２９枚），本件商品４につき５９

７枚（売上９７４枚，返品３７７枚）の合計２３２１枚と認められる（乙１

３，１４）。 

ウ 被告のＪＣＩからの仕入額は１枚当たり１８８０円（消費税別），売上金

額は，消費者への直接販売については１枚当たり３８００円（消費税別），

卸販売につき１枚当たり２８５０円（消費税別）と認められ（弁論の全趣

旨），粗利益は１枚当たり９７０円から１９２０円である。 

  被告の変動経費は明らかでないが，被告の得た利益は，少なくとも原告の

主張する１枚当たり１９０円を下らないと認めるのが相当である。 

エ そうすると，本件解除後の頒布により被告が得た利益は，２３２１枚×１
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９０円＝４４万０９９０円である。 

オ 本件映像は二次的著作物であり，原告の寄与は５０パーセントと認められ

るから，原告の損害は，上記被告の得た利益の５０パーセントである２２万

０４９５円と推定される。 

(2) 著作権法１１４条３項に基づく推定について 

ア 被告の過失が認められる平成２０年４月１７日以降に，被告が頒布した本

件商品の枚数は，後に返品された分を含めると，合計４０４９枚である（乙

１３，１４）。 

イ 本件商品の頒布により被告が得た利益が１枚当たり１９０円と認められる

こと，本件映像は二次的著作物であり，原告の寄与は５０パーセントである

ことなど，本件に現れた諸事情を考慮すると，本件商品の頒布につき原告が

その著作権の行使につき受けるべき使用料相当額は，１枚当たり５０円を下

らないと認めるのが相当である。 

ウ そうすると，頒布時点で使用料相当額の損害が発生し，その後返品があっ

ても損害は減少しないと考えたとしても，原告の受けるべき使用料相当額は，

４０４９枚×５０円＝２０万２４５０円と推定され，上記(1)の推定額を上

回るものではない。 

(3) 弁護士費用としては，上記損害の１０パーセントに当たる２万２０５０

円を相当と認める（損害額合計２４万２５４５円）。 

(4) 遅延損害金の始期について 

ア 原告は，平成２３年６月２７日から遅延損害金を請求しているところ，平

成２３年１１月度（平成２３年１１月２０日締め分）まで本件商品の売上出

庫は存在するから（乙１３，１４），平成２３年６月度（平成２３年６月２

０日締め）までの売上によって生じた損害と，同年７月度から１１月度まで

の売上によって生じた損害とに分けて，平成２３年６月２７日までに生じて

いた損害の額を検討することとする。 

イ 平成２０年４月１７日から平成２３年６月２０日までに頒布された本件商

品の枚数は，本件商品１につき５２７枚（売上９５７枚，返品４３０枚），

本件商品２につき６７１枚（売上１０５２枚，返品３８１枚），本件商品３

につき６４８枚（売上１０５８枚，返品４１０枚），本件商品４につき６１

４枚（売上９６４枚，返品３５０枚）の合計２４６０枚となり（乙１３，１

４），これに１枚当たりの利益１９０円，原告の寄与度５０パーセントを乗

じると，平成２３年６月２０日までに生じていた損害は２３万３７００円と

推定される。 

ウ 平成２３年６月２１日から同年１１月２０日までに頒布された本件商品の

枚数は，本件商品１につきマイナス５９枚（売上３枚，返品６２枚），本件

商品２につきマイナス４６枚（売上３枚，返品４９枚），本件商品３につき

マイナス１７枚（売上２枚，返品１９枚），本件商品４につきマイナス１７

枚（売上１０枚，返品２７枚）の合計マイナス１３９枚となり（乙１３，１
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４），１枚当たりの利益１９０円，原告の寄与度５０パーセントを乗じると

マイナス１万３２０５円となり，平成２３年６月２１日から同年１１月２０

日までに生じた赤字により，被告の得た利益から１万３２０５円が減じられ

ることになる。 

エ そうすると，結局，上記(1)オで推定した２２万０４９５円の損害は，す

べて平成２３年６月２０日までに生じていたことになり，上記(3)で認めた

弁護士費用相当額２万２０５０円の損害も同日までに生じていたものと認め

られる（侵害行為のうち１８枚の売上は平成２３年６月２１日以降に行われ

ているが，これらは最終的に損害に結びつかなかった，ということにな

る。）。 

  したがって，損害額合計２４万２５４５円については，すべて原告の請求

する平成２３年６月２７日から遅延損害金が発生するものと認める。 

７ 原告は本件商品の販売・頒布の差止めを求めているところ，被告のもとに

は本件商品の在庫が存在し（乙１０，１１），被告により販売・頒布され原告

の頒布権が侵害されるおそれがあるから，原告は，著作権法１１２条１項に基

づき，本件商品の販売・頒布の差止めを求めることができる。 

８ 以上によれば，原告の請求は，被告に対し販売・頒布の差止めを求め，損

害額合計２４万２５４５円及びこれに対する不法行為による損害発生の後の日

である平成２３年６月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がない。 

 よって，主文のとおり判決する。 

 

【論  説】 

１．争点１について 

１.１ 本件は、ＤＶＤ商品における映像の著作権を有すると主張する韓国法

人が原告となり、日本法人の被告に対し、著作権法１１２条１項に基づき本件

商品の販売等の差止めを求めるとともに、民法７０９条と著作権法１１４条２

項・３項に基づき、損害賠償の請求を求めた事案であるところ、まず準拠法に

ついて裁判所は次のように判断した。 

① 差止請求については、ベルヌ条約５条（２）の規定➡保護が要求される同

盟国の法令の適用（わが国著作権法）。 

② 損害賠償請求については、通則法１７条による。➡不法行為である日本法

の適用。 

③ 本件解除の有効性については、通則法７条による。➡当事者が契約当時に

選択した他の法を適用。➡本件販売契約に準拠法の定めはないが、日本法と

することを黙示に選択していたと認定。➡日本法を適用。 

１.２ 本件映像の著作者については争いがあるが、韓国民である以上、本件

映像はベルヌ条約により、わが国は保護の義務を負う著作物であり、著作権法

６条３項により著作権法の保護を受ける著作物である。 
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１.３ 原告は、映画の著作物である本件映像についての著作権を主張し、映

像の著作物に当たらない本件商品のパッケージについての著作権は主張してい

ない。 

 ＤＶＤ化した本件映像からは、ＭＢＣが著作権を有する本件プログラム、即

ち、韓国で放映されたトーク番組「パク・サンウォンの美しいＴＶ顔」の表現

上の本質的な特徴を直接感得することができる。原告の行った作業は、原告の

思想が創作的に表現されていると認められるから、本件映像はＭＢＣが著作権

を有する本件プログラムを原著作物とする二次的著作物と認定した。 

 すると、本件プログラムの二次的著作物である本件映像については、原告が

本件プログラムに新たに加えた創作的部分として単独で著作権を有しているが、

本件プログラムと共通する実質を同じくする部分については、原告の著作権は

及ばない。 

１.４ 本件映像は、ＭＢＣが著作権を有する本件プログラムを原著作物とし、

原告がＤＶＤ化して翻案した二次的著作物であるから、本件映像に対するＭＢ

Ｃと原告との寄与割合は、本件プログラム利用契約４条２項の規定等を考慮し

て、５０対５０と認めるのが相当とした。 

 

２．争点２について 

 本件販売契約では、ＪＣＩが契約条項の一つでも違反した場合、原告は本件

契約を解除できるとされていたところ、ＪＣＩは、少なくとも債務の本旨に従

った履行のあった３６９９７枚に対する残代金４２９１万５５６０円を、原告

に支払うべき義務があったと認定した。 

 また、ＪＣＩは、原告との「今後の取引が継続不可能」であり、原告に合計

４４５２万００９４円の賠償を求める旨主張し、催告しても催告に応じて残代

金を支払う意思がないことが明らかだから、原告は催告なしに本件契約を解除

することは可能であったと認定した。 

 すると、本件販売契約は、原告の解除により無効となり、原告からＪＣＩへ

の頒布許諾も無効となったと認定された。 

 

３．争点３について 

 本件映像のように公衆に提示することを目的としない映画の著作物について

は、その頒布権は適法に譲渡されるとその目的を達成したものとして消尽し、

その後の再譲渡には著作権の効力は及ばないと解されているが、本件の場合は、

原告からＪＣＩに対する本件販売契約が債務不履行によって有効に解除された

のだから、適法な第一譲渡があったとはいえない以上、本件では消尽を論ずる

余地ではないと判断された。 

 

４．争点４について 

 民法５４５条１項但し書にいう「第三者」とは、解除前に契約の目的物につ
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いて別個の新たな権利関係を取得した者であって、対抗要件を具備した者をい

うと解されるところ、被告は解除前にＪＣＩから頒布許諾を受けていた者であ

るが、原告からＪＣＩに対する頒布許諾と、ＪＣＩから被告に対する頒布許諾

とは別個の債権的な法律関係だから、被告が民法５４５条１項但し書にいう

「第三者」として保護される余地はないと認定された。 

 

５．争点５について 

 本件販売契約が事後的に効力を失ったとしても、本件解除前に被告が本件商

品を頒布した時点では、２つの契約は有効に存在していたのだから、被告が頒

布権原を有するものと認識して本件商品を販売したことに落度はなく、本件解

除前の頒布行為については被告に故意過失は認められないと認定された。 

 しかし、被告は、原告からＪＣＩへの本件解除の通知の参照送付を受けた後

は、本件販売契約が解除された可能性を認識した後の被告の頒布行為となるか

ら、被告には過失があったと認定された。 

 

６．争点６について 

(1) 著作権法１１４条２項に基づく推定について（被告利益額） 

 被告が過失により頒布した平成２０年４月１７日以降の本件商品の枚数は、

本件商品１につき４６８枚，本件商品２につき６２５枚，本件商品３につき６

３１枚，本件商品４につき５９７枚の合計２３２１枚（売上枚数－返品枚数）

と認定された。 

 また、被告のＪＣＩからの仕入額は１枚当たり１８８０円，売上金額は消費

者への直接販売について１枚当たり３８００円，卸販売につき１枚当たり２８

５０円だから、粗利益は１枚当たり９７０円から１９２０円であると算定され

た。 

 すると、変動経費は不明であるが、被告が得た利益は少なくとも原告が主張

する１枚当たり１９０円を下らないと認定された。 

 そうすると、本件解除後の頒布によって被告が得た利益は、２３２１枚×１

９０円＝４４０，９９０円であると認定された。 

 そして、本件映像は二次的著作物だから、原告の寄与率は５０％と認定し、

原告の損害は被告の得た利益の５０％である２２０，４９５円と推定されると

したのである。 

(2) 著作権法１１４条３項に基づく推定について（使用料相当額） 

 本件映像は二次的著作物であり、原告の寄与率は５０％であることから、本

件に現れた諸事情を考慮すると、本件商品の頒布に原告が著作権行使によって

受けるべき使用料相当額は１枚５０円を下らない。 

 そうすると、頒布時点で使用料相当額の損害が発生し、その後返品があって

も損害は減少しないと考えたとしても、原告の受けるべき使用料相当額は４０

４９枚×５０円＝２０２，４５０円と推定されるとしたのである。 
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(3) これに弁護士費用としては、上記損害の１０％に当たる２２，０５０円

を相当と認定したが、これは前記法１１４条２項に基づいて推定された原告の

損害額２２０，４９５円を基準とした金額であった。 

(4) 遅延損害金の始期について 

 原告は、平成２３年６月２７日から遅延損害金を請求しているので、裁判所

はその損害額を検討した結果、損害額の合計２４２，５４５円についてすべて、

原告が請求する平成２３年６月２７日から発生すると認定した。 

 

７．原告は本件商品の販売・頒布の差止めを求めていることについて裁判所は、

被告の元には本件商品の在庫が存在し、被告により販売・頒布され、原告の頒

布権が侵害されるおそれがあるから、原告は著作権法１１２条１項に基づき、

本件商品の販売・頒布の差止めを求めることができると認定したが、妥当であ

ろう。 

 

８．また、損害額の算定法についての裁判所の考え方は妥当といえるだろう。 

 

９．本件は、著作権法における「著作財産権」の種々の場合が関係する事案と

してかなり複雑なものであったが、裁判所が行った認定判断は、総じて妥当で

あるといえるであろう。 

 

〔牛木 理一〕 
 


